
特定医療費（指定難病）受給者証

＜「特定医療費（指定難病）受給者証」とは＞
日本の厚生労働大臣が定める特定の難病（指定難病）の患者に交付される医療受給者証で
す。この受給者証を提示することで、医療費の自己負担が軽減されるなどの支援を受ける
ことができます。

難病医療費助成制度は、指定難病の治療に必要な医療費の一部を国や自治体が負担するこ
とで、患者の経済的負担を軽減する制度です。この制度を利用するためには、受給資格の
申請と受給者証の取得が必要になります。

医療費助成の対象となるのは、
指定難病と診断される かつ 重症度分類等で現在の病状が一定以上の場合です。
※難病の診断だけでは、特定医療費受給者証がもらえない事に注意が必要です。

受給者証を利用できる医療機関
病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションが使用できる医療機関です。
しかし、注意が必要です。原則として 指定医療機関であることです。



特定医療費（指定難病）受給者証


	スライド 1
	スライド 2

